
「コロナ社会を生き抜く行動指針」新旧対照表                    

新 旧 

 

コロナ社会を生き抜く行動指針 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年 ５月１５日 策定 

（令和２年 ６月 ２日 変更） 

（令和２年 ７月１０日 変更） 

（令和２年 ８月 １日 変更） 

（令和２年 ９月 １日 変更） 

（令和２年 ９月１９日 変更） 

（令和２年１１月２５日 変更） 

（令和３年 １月 ９日 変更） 

（令和３年 １月１４日 変更） 

（令和３年 ３月 １日 変更） 

 

 

岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部 

 

 

 

 

 

コロナ社会を生き抜く行動指針 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年 ５月１５日 策定 

（令和２年 ６月 ２日 変更） 

（令和２年 ７月１０日 変更） 

（令和２年 ８月 １日 変更） 

（令和２年 ９月 １日 変更） 

（令和２年 ９月１９日 変更） 

（令和２年１１月２５日 変更） 

（令和３年 １月 ９日 変更） 

（令和３年 １月１４日 変更） 

 

 

 

岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部 
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はじめに 

（略） 

 

 

 

【 参考：緊急事態措置に関する経緯 】 

  令和２年４月１６日 

   「緊急事態措置を実施すべき区域（特定警戒県）」に指定 

  令和２年５月１４日 

   上記区域からの除外 

  令和３年１月１４日 

   「緊急事態措置を実施すべき区域」に指定 

令和３年３月１日 

   上記区域からの除外 

 

目次 

 

１～３ （略） 

 

 

 

はじめに 

（略） 

 

令和２年５月１５日  

 

【 参考：緊急事態措置に関する経緯 】 

  令和２年４月１６日 

   「緊急事態措置を実施すべき区域（特定警戒県）」に指定 

  令和２年５月１４日 

   上記指定の解除 

  令和３年１月１４日 

   「緊急事態措置を実施すべき区域」に指定 

  令和２年４月１６日 

   「を実施すべき区域（特定警戒県）」に指定 

 

目次 

 

１～３ （略） 
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１ 県民の皆さん 

（略） 

 

２ 事業所・店舗 

（略） 

 

３ 県の催事施設 

（略） 

・ イベントの規模要件（人数・収容率等）は以下のとおりとする（１イベント 

あたり。時間をずらす等の工夫は可能）。詳細は、令和３年２月２６日付け事

務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る

留意事項等について」を準拠する。 

 

内 容 

・屋内、屋外とも５，０００人以下。 

・上記人数要件に加え、 

   屋内にあっては収容定員の５０％以内の参加人数。 

   屋外にあっては人と人との距離を十分に確保できること 

   （できるだけ２メートル）。 

 ・併せて開催時間を２１時までに短縮。 

 ・感染リスクが高まる３つの条件（密閉空間・密集場所・密接 

場面）は徹底的に回避。密になりがちな集会も回避。 

 

 

 

１ 県民の皆さん 

（略） 

 

２ 事業所・店舗 

（略） 

 

３ 県の催事施設 

（略） 

・ イベントの規模要件（人数・収容率等）は以下のとおりとする（１イベント 

あたり。時間をずらす等の工夫は可能）。詳細は、令和３年１月１３日付け「緊 

急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等につ 

いて」に則る。 

 

内 容 

・屋内、屋外とも５，０００人以下。 

・上記人数要件に加え、 

  屋内にあっては収容定員の５０％以内の参加人数。 

   屋外にあっては人と人との距離を十分に確保できること 

   （できるだけ２メートル）。 

・併せて開催時間を２０時までに短縮。 

・感染リスクが高まる３つの条件（密閉空間・密集場所・密接 

場面）は徹底的に回避。密になりがちな集会も回避。 

 

 

 


